
民生業務部門における温室効果ガス排出量の推計

１．推計の前提と推計範囲

1-1 推計の前提

( )対象業種

・民生（業務）部門で用いる業種分類は、以下の 業種である。

○事務所ビル ○ホテル・旅館

○卸・小売業 ○劇場・娯楽場

○飲食店 ○病院・医療関連施設

○学校・試験研究機関 ○その他サービス業

( )ケース設定

業務部門のエネルギー需要量の推計にあたり、 種類のケース設定（固定ケース、計画

ケース）を行う。各ケースの考え方は、以下のとおりである。

①固定ケース

・ 年以降に制定された施策は考慮せずに、設備の効率、技術の導入割合等は 年

の水準で一定の場合を想定する。

②計画ケース

・計画ケースは、 年以降に制定された施策の導入による省エネルギー効果を見込む

ケースである。同ケースでは、更に、施策的な後押しがない場合でも、メーカー努力に

より経年で効率が向上している場合等についても、効率向上分は計画ケースに見込むも

のとする。



1-2 民生業務部門の温室効果ガス排出の分類（HFC等3ガスを除く）と推計範囲

・民生業務部門における温室効果ガスの排出分類と、排出量の算定方式は以下のとおりで

ある。

・基本的に、燃料起源の二酸化炭素排出量を算定対象とし、試算可能な温暖化対策技術の

温室効果ガスの削減効果を試算する。

・メタン、一酸化二窒素については、民生業務部門の温室効果ガス排出量に占める割合が

低いこと、温室効果ガス削減効果を試算するためには、空調熱源設備別排出量の実績値

や見通しをおこなわなければならないが、該当する空調熱源設備別排出量の実態が明か

ではないことから、推計は行っておらず、唯一病院・医療機関で使用される笑気ガス使

用量のみ推計を行う。

算定式）（

ｴﾈﾙｷﾞｰ起源 燃料種別消費量 排出係数×

民生業務部門

温室効果ガス

ｴﾈﾙｷﾞｰ起源以外 笑気ｶﾞｽ使用量×

図 民生部門の温室効果ガスの分類と基本的な算定式



２．民生業務部門における温室効果ガス排出量の総括

2-1 エネルギー種別消費量総括表

表 業種別エネルギー消費量（固定ケース） （単位： 年）

表 エネルギー種別消費量（固定ケースと計画ケースの比較） （単位： 年）

表 温暖化対策技術別省エネルギー量 （単位： 年）

電力 都市ガス ＬＰＧ 石油 合計



2-3 推計方法

( )固定ケースの推計方法

・固定ケースは、 年における業務用業種別延床面積を推計し、これに業種別エネル

（ 、 ）ギー種別消費原単位を乗じて求めるものとする 業務用延床面積推計方法は 章参照

・固定ケースの 年の業務用延床面積は、 ～ 年の業種別延床面積の第三次

産業の実質生産額に対する弾性値を試算し、 年以降 年まで実質 の伸び

率 ％ 年とした場合の、同期間における第三次産業産業伸び率を求め、この第三次

産業生産額伸び率の推計値から 年の業種別延床面積を推計する。

・ 年の業種別エネルギー消費原単位は、 年値の横這いと想定する。

・実質 伸び率は、環境庁の温暖化対策技術シナリオ検討会で設定した基本経済フレ

ームである。

・ここで求めた 年の業種別エネルギー種別消費量に対し、固定ケースとして考慮す

べき温暖化対策による省エネルギー効果を減じ、固定ケースのエネルギー消費量を試算

する。

実績値推計(1990年、1998年) 将来推計(2010年)

文献調査 経済ﾌﾚｰﾑ等予測値 環境庁ｼﾅﾘｵ検討会)(
章参照

業種別延床面積推計
( )年

業種別ｴﾈﾙｷﾞｰ種別 業種別延床面積推計
消費原単位 年)(
※ｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位
一定と想定

業種別ｴﾈﾙｷﾞｰ需要
( )年

固定ｹｰｽで導入を見込む
温暖化対策技術導入効果

ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ､高輝度誘導灯 業種別ｴﾈﾙｷﾞｰ需要量( )

( )年：固定ｹｰｽ

計画ｹｰｽで導入を見込む

温暖化対策技術導入効果 業種別ｴﾈﾙｷﾞｰ需要量

( ) ( )省ｴﾈﾙｷﾞｰ法の改正等国の施策 年：計画ｹｰｽ

図.2.1 業務用エネルギー需要量推計フロー（固定ケース、計画ケース）



( )計画ケースの推計方法

・計画ケースエネルギー消費量の推計方法は、固定ケースに対し、計画ケースで導入を見

込む温暖化対策技術の省エネルギー効果を減じて求めるものとする。



３．温暖化対策技術の省エネルギー量・二酸化炭素削減量の推計

固定ケースで導入を見込む温暖化対策技術

(1)高輝度誘導灯

)温暖化対策の概要

・高輝度誘導灯は、従来の一般型蛍光灯を使用した誘導灯に比較して、小型冷陰極ランプ

を使用し、表示サイズを非常にコンパクト化したもので、従来型の製品に比較して消費

電力が 程度と非常に少ない器具である。

・同誘導灯は、製品化当初は、個別に消防法の認可を取得する必要があったが、消防法の

認定を取得したことにより設置許可が不要となったこと、製品価格が従来型とほぼ同水

準に設定されている等の理由から、普及が進んでおり、現状の出荷割合の 割（メーカ

ーヒアリング値）を占めるに到っている。

)省エネルギー量の推計方法

・高輝度誘導灯は、 年まで現状の出荷水準（出荷台数の約 割）で導入が進むもの

と想定する。

表 高輝度誘導灯の省エネルギー効果総括表

・高輝度誘導灯の 台当たり省エネルギー量は、以下の誘導灯のサイズ別普及状況から試

表 サイズ別普及台数する。

ｻｲｽﾞ 消費電力 普及台数

大 千台

中 千台

小 千台

平均 －

資料）照明器具メーカー



( )コージェネレーション

)温暖化対策の概要

・コージェネレーションは、一つのエネルギー源から熱、電気を取り出して利用するシス

テムであり、ガスエンジンやガスタービンにより発電し、その排熱をプロセス蒸気や冷

暖房、給湯等の熱源として利用するシステムのことで、総合熱効率が最大で ～ ％

に達する。

)省エネルギー量の推計方法

・コージェネレーションの導入予測量については、現状の導入実績値と、大規模建物（延

床面積 ㎡以上）の最大電力の実績値から潜在導入規模に対する年間導入比率の

実績値を求め、この比率で 年まで導入が進むものと想定する。

・コージェネレーションは、 万㎡以上の業務用建物に 以上のコージェネレーシ

ョンシステムを導入するものと想定する。

・業務施設に占める大規模建物の割合は、過去の床面積規模別の新築着工延床面積の実績

値から推計を行うものとする。

種別延床面積推計結果業
( )年、 年

～ 年 過去 年程度の
業種別新築着工 業種別延床面積規模別

( )延床面積見通し 着工延床面積

年 平均業種別規模別
新築着工延床面積

㎡以上 ㎡以上 （コジェネ導入対象外）

（コジェネ導入候補:100kW以上） 最大需要電力実績値
から見たｺｼﾞｪﾈ導入実績割合
： ㎡建物の ％

年 年
ｺｼﾞｪﾈ年間導入量の推計

図 コージェネレーション導入量の推計

資料）｢建築統計年報」建設省建設経済局



)省エネルギー量の推計結果

・既存文献による業務部門建物の業種別最大電力需要量の実績値と、大規模な建物の延床

面積実績値から推計した、大規模建物に占めるコジェネレーションの導入率は ％で

ある （表 参照）。

・この導入率で、今後とも ㎡以上の建物にコージェネレーションが導入するもの

と想定すると、 年までの累積導入量は 万 千 である （表 参照）。

表 業務用業種別新築着工床面積想定値（ ～ 年）

表 平均着工床面積の規模別分布（ ～ 年累積値）

資料 「建築統計年報」建設省）

表 年平均新築着工（ ）の床面積分布の想定

コジェネ導入候補



表 コジェネの導入実績（ ～ 年実績値）

表 ６ コジェネ導入による省エネルギー効果


